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■本ロゴマークの使用目的
本ロゴマークは、連続テレビ小説「舞いあがれ！」の放送を契機に、ドラマの舞台のひとつであ

る東大阪市をみんなが一体となって元気にしていくための取り組みの象徴としていくものです。
市民・事業者のわがまちへの愛着や誇りを高めるとともに、「東大阪」のイメージを内外に発信す
るために使用するものとします。

また、本ロゴマークを活用し、「舞いあがれ 東大阪」プロジェクトの推奨商品であることをPRす
ることで消費者の注目を集め、その需要及び販路拡大を図ることも目的とします。

■使用できる場合
本ロゴマークは、前条に定める使用目的に合致し、「舞いあがれ 東大阪」プロジェクト（以下

「プロジェクト」という。）が審査のうえ認めた場合、使用いただけます。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除きます。

(1) 東大阪市の品位を傷つけるとき又はそのおそれのあるとき。
(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき又はそのおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するとき又はそのおそれのあるとき。
(4) 特定の政党、宗教団体を「プロジェクト」が支援又は公認しているような誤解を与えるとき又は

そのおそれがあるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、その使用が前条に定める使用目的に鑑みて不適当であると 「プロ

ジェクト」が認めるとき。
※「NHK」「朝ドラ」「連続テレビ小説」「連続テレビ小説 舞いあがれ！」の文言、またはこれ

らの組み合わせ等を用いて使用できません。 連続テレビ小説「舞いあがれ！」の番組と関連
付けた商品やサービスの開発・販売・宣伝は行わないでください。

1.使用にあたって

■ロゴマークの使用手続き

「プロジェクト」公式ウェブサイトの「お問い合わせ」内の「ロゴマーク使用に関して」より、
必要事項をご入力のうえお問い合わせください。確認後、事務局より連絡させていただきます。
その後「プロジェクト」事務局あてに事前（使用のおおむね１か月前まで）に「ロゴマーク使
用承認申請書」（様式第１号） 及び使用イメージが分かる資料を提出してください。

①申請

②審査及び配付

申請に基づき配布の可否を審査し、使用を承認した場合は申請者に承認書とともにロゴマーク
のデータを送付します。

③使用

商品等を作成いただき、完成品の写真等態様が分かるもの及び「『舞いあがれ 東大阪』プロ
ジェクト公式ウェブサイト等への商品情報掲載依頼票」（様式第３号）を提出してください。

④状況報告

使用開始日の翌年４月末までに使用開始年度末までの実績を記入した「ロゴマーク使用商品等
販売状況報告書」（様式第４号）を「プロジェクト」事務局あてに提出してください。

【重要】申請前に、必ず「プロジェクト」事務局までご相談ください。

※ロゴマークの使用期限：使用承認の日から令和9年（2027年）3月31日まで（予定）
使用承認期間に変更が生じた場合等は、「プロジェクト」事務局より連絡いたします。
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■下記の色合いで表現する。
（提供するデータ等を改変せず、そのままお使いください。）
濃淡のない単色を使用したい場合はご相談ください。
※ 木や金属、皮革等の素材に焼印やエンボス加工、型押し等で表現し、色の濃淡が出せ

ない場合
※ 背景のスケールカラーが40％を超える場合で、視認性を高めるために濃淡のない単色

を使用したい場合など

【例】各種飲料水に使用した場合

or

2.基本形・単色

① 飲料等のラベルや食べ物等の包装に本ロゴマークを
サブデザインとして配置する場合
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② 飲料等のラベルや食べ物等の表面に本ロゴマークを
メインデザインとして配置する場合

【例】パッケージに使用した場合

or
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■原則
イラストの一部としての使用や改変するなど、マークの独立性やイメージを損なう使い方
は避けてください。
ロゴマークの使い方で迷われた際は「プロジェクト」事務局までお問い合わせください。
※ いずれのデータも「NHK」「朝ドラ」「連続テレビ小説」「連続テレビ小説 舞いあが
れ！」の文言、またはこれらの組み合わせ等を用いて使用できません。
連続テレビ小説「舞いあがれ！」の番組と関連付けた商品やサービスの開発・販売・宣伝
は行わないでください。

複数のロゴを同時に使用しない

文字の位置を変えない ネガティブな印象を与える
表現とセットにしない

書体の色を変更したり、
異なる書体を使用しない

一部の色を変えない アウトライン表現はしない

斜めに使用しない

■使用禁止例

3.ロゴマークの使い方

マークを変形したり、他の図形や
文字と重ねて使用しない
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「舞いあがれ 東大阪」プロジェクト
――― 

お問い合わせ

https://maiagare-higashiosaka.jp/contact/

――― 
令和4年8月29日作成
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